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最大の力の大きさ及び土石等の高さの確認方法について（急傾斜地の崩壊） 

 

自然現象の種類が急傾斜地の崩壊である場合に，法適合確認のために採用する「最大の力の

大きさ及び土石等の高さ」の値は，以下の４つの値です。 

移動による力＝〇〇ｋＮ／㎡ 移動する土石等の高さ＝〇〇ｍ 

堆積による力＝〇〇ｋＮ／㎡ 堆積する土石等の高さ＝〇〇ｍ 

上記の４つの値は，次の図書の中に記載されています。ここでは，これらの図書をどのよう

に読めばよいのか，そして，どのように採用すべき値を見つけていけばよいのか，事例を用い

て解説していきます。 

    

図１ 区域図               図２ 崩壊区域調書 

 

 

図３ 基礎調査報告書（区域調書） 

 

なお，これらの図書は以下の場所で閲覧できます。図１ 区域図については，京都府ホーム

ページ（http://www.pref.kyoto.jp/dosyashitei/index.html）でも閲覧できます。 

対象地域 閲覧場所 

以下の地域を除く京

都市域 

京都土木事務所 

施設保全室 

京都市左京区加茂今井

町１０－４ 

０７５－７０１

－０１２４ 

京都市域のうち西京

区役所洛西支所管内 

乙訓土木事務所 

河川砂防室 

向日市上植野町馬立８ ０７５－９３１

－２４７４ 

京都市右京区嵯峨樒

原及び嵯峨越畑 

南丹土木事務所 

河川砂防室 

南丹市園部町小山東町

藤ノ木２１ 

０７７１－６２

－２８９９ 

 

http://www.pref.kyoto.jp/dosyashitei/index.html
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【ＳＴＥＰ１】建築物の位置から適用する測線を確認 

 区域図から建築物を包含する測線（図中の青色の線のことです。）を確認してください。本

事例では，計画建築物は測線１５と測線１７によって包含されています。 

これら２つの測線とその間の測線を全て適用してください。本事例では，測線１５・１６・

１７の３つの測線を適用することになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 区域図                 図５ 区域図の拡大 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適用する測線 

計画建築物 

適用する測線 

１５ 

１６ 

１７ 

計画建築物 
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【ＳＴＥＰ２】外壁等から下端までの距離又は比高を確認 

適用する測線全てについて断面の確認をします。ここでは測線１５の断面を取り出して説明

します。 

まず，建築計画の現地において，基礎調査報告書（区域調書）の横断線図における断面形状

や標高に基づき，下端（▲の位置のことです。）がどこなのかを確認してください。 

下端が確定したら，計画建築物が下端よりも「下方の土地」にある場合は，下端から外壁等

（「外壁等」は，建築基準法施行令第８０条の３に記載の定義によります。）までの距離を測定

してください。本事例では計画建築物は「下方の土地」にあり，下端から外壁等まで２ｍです。 

もし，計画建築物が「急傾斜地内」にあるのであれば，外壁等における地盤面から上端（■

の位置のことです。）までの比高（標高差のことです。）を確認してください。 

 

 

 

          図６ 基礎調査報告書（区域調書） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

急傾斜地内 下方の土地 

▲ 

■ 

下端 

上端 

下端▲から外壁等まで２ｍ 

土砂災害特別警戒区域 
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【ＳＴＥＰ３】採用すべき指定の位置を確認 

崩壊区域調書から，採用すべき指定の位置（▼▼▼◆◆の位置のことです。）を確認します。 

 

表１ 崩壊区域調書 

 

斜面比高                  ▼の位置            ▼の位置   ◆の位置  ◆の位置 

 

各指定の位置（▼▼▼◆◆）と計画建築物の外壁等の位置を比較します。 

本事例の計画建築物は「下方の土地」にあります。この場合は，建築物の外壁等の位置より

も下端側で，最も近接する指定の位置を採用します。図４より，▼がこれに該当します。指定

の位置（▼又は▼）よりも下端側に外壁等がある場合は，下端▲の位置を採用してください。 

もし，計画建築物が「急傾斜地内」にあるのであれば，計画建築物の地盤面から上端■まで

の比高を確認し，指定の位置（◆又は◆）と計画建築物の外壁等の位置を比較します。そして，

下端側で最も近接する指定の位置を採用してください。指定の位置（◆又は◆）よりも下端側

に外壁等がある場合は，下端▲の位置を採用してください。 

 

図７ 断面イメージ 

下方の土地 急傾斜地内 
▲ 

堆積高さ 

＝3m 

▼ 

移動による力 

＝100kN/m2 

▼ 

上端 

■ 

堆積高さ 

＝3m 

◆ 

下端からの 

距離 

堆積高さ３ｍ以上の区域 

移動による力 

１００ｋＮ／㎡以上の区域 

上端から 

の比高 

移動による力 

＝100kN/m2 

◆ 

斜面 

比高 

土砂災害特別警戒区域 

下端 

▼の位置 
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【ＳＴＥＰ４】採用した指定の位置における値を確認 

採用した指定の位置における力の大きさ及び土石等の高さを確認します。 

本事例では，移動による力１４９．３０ｋＮ／㎡，堆積による力１５．１６ｋＮ／㎡，堆積

する土石等の高さ３．００ｍです。 

なお，移動する土石等の高さは表の右肩に記載されており，常に，１．０ｍです 

 

表２ 崩壊区域調書 

 

         ▼の値         ▼の値               ▼の値     ◆の値   ◆の値 

                                                 （採用） 

 

 

【ＳＴＥＰ５】全ての測線について値を確認 

ＳＴＥＰ２～４では測線１５について確認しましたが，適用する全ての測線（本事例では測

線１５・１６・１７です。）について，同じ確認作業を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（採用） 
（採用） 
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【ＳＴＥＰ６】最大の力の大きさ及び土石等の高さを確認 

これまでの作業で各測線で採用する値が求まりましたので，表３にまとめています。 

 

            表３ 各測線で採用する値及びその比較 

測線 １５  １６  １７  

下端からの距離 ０．５６  １．１９  ０．００ ｍ 

移動による力 １４９．３０ ＞ １３４．２６ ＜ １５８．８７ ｋＮ/㎡ 

移動する土石等の高さ １．００  １．００  １．００ ｍ 

堆積による力 １５．１６ ＝ １５．１６ ＜ １９．９９ ｋＮ/㎡ 

堆積する土石等の高さ ３．００  ３．００  ３．９６ ｍ 

                      （下記で説明する部分） 

 

それでは最後に，隣接する測線間の区域で採用する値を求めます。これが，今回確認しよう

としている「最大の力の大きさ及び土石等の高さ」です。ここでは，本事例のうち測線１６か

ら１７までの間の区域について，採用する値の説明をします。 

 

移動による力は大きい方の値を採用します。測線１６と１７の比較では，１３４．２６より

も１５８．８７の方が大きいので，１５８．８７ｋＮ／㎡を採用します。 

 

移動する土石等の高さは，常に１．００ｍです。１．００ｍを採用します。 

 

堆積による力は大きい方の値を採用します。測線１６と１７の比較では，１５．１６よりも

１９．９９の方が大きいので，１９．９９ｋＮ／㎡を採用します。 

 

堆積する土石等の高さは，堆積による力の大きい方の測線の高さを採用します。測線１６と

１７の比較では堆積による力は測線１７を採用したので，堆積する土石等の高さも測線１７を

採用し３．９６ｍとなります。 

 

まとめると，以下のとおりになります。 

測線１６～１７の区域の最大の力の大きさ及び土石等の高さ 

移動による力＝１５８．８７ｋＮ／㎡ 移動する土石等の高さ＝１．００ｍ 

堆積による力＝ １９．９９ｋＮ／㎡ 堆積する土石等の高さ＝３．９６ｍ 

 

同様に，測線１５と１６についても値を比較すると，測線１５～１６の区域の最大の力の大

きさ及び土石等の高さはこのように求まります。 

移動による力＝１４９．３０ｋＮ／㎡ 移動する土石等の高さ＝１．００ｍ 

堆積による力＝ １５．１６ｋＮ／㎡ 堆積する土石等の高さ＝３．００ｍ 
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【ＳＴＥＰ７】適用する外壁等の範囲を確認 

適用する外壁等の範囲は，急傾斜の崩壊の方向から判断してください。なお，急傾斜の崩

壊の方向は測線の方向と考えることができます。 

また，土石等の高さの起点は，外壁等と地盤が接する高さです。 
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（参考 区域図の解説） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測線１～１８における値のうち，最大値が

記載されています。 

土砂災害特別警戒区域は，分類すると，

このように３種類あります。 

①移動による力１００ｋＮ／㎡超 

②堆積の高さ３ｍ超 

③それ以外 

これらはいずれも土砂災害特別警戒区域

です。 

自然現象の種類が記載されています。 

ここでは，「急傾斜地の崩壊」とされ

ています。 
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（参考 崩壊区域調書の解説） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これら２つの位置のうち，いずれか外側の位置

で，土砂災害特別警戒区域が指定されています。 

土砂の移動又は堆積により，通常の建築物が限

界に達するときの値です。 

この位置より内側が土砂災害特別警戒区域に指

定されており，そこでは，土砂の移動又は堆積

の力が，通常の建築物の限界耐力を上回ります。 

ここに，移動する土石等の高さ

が記載されています。 

自然現象が「急傾斜地の崩壊」

の場合，移動する土石等の高さ

は常に１．００ｍです。 

急傾斜地の下端における値が記載されています。 

下端において，力の大きさ及び土石等の高さは最も

大きくなります。 

土砂災害特別警戒区域が，移動か堆

積か，いずれで決まっているのかが

記載されています。 

ここでは，どの測線における土砂災

害特別警戒区域の境界も，移動によ

る力で決まっています。 


